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既存盛土調査の概要、進捗、調査結果通知公表、今後の予定
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➢ 既存盛土調査の内容や流れについては、基礎調査実施要領（既存盛土調査編）にて以下のフローが示されている。
➢ R6調査では、「既存盛土等分布調査」「応急対策の必要性判断」「安全性把握調査の優先度評価」がR7.7月に完了
➢ R7調査では、R6調査において把握した既存盛土等のうち安全性が相対的に低い盛土等を中心に経過観察を実施する

とともに、新たに発見した盛土等の調査を実施している。

４．基礎調査進捗 既存盛土調査 概要
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R7.7完了 R7.9着手



４.基礎調査進捗 既存盛土調査 全体イメージ＿国土交通省資料より抜粋
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４.基礎調査進捗 既存盛土調査 全体イメージ＿国土交通省資料より抜粋
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公道等からの現地確認

応急対策の実施

応急対策の必要性判断

必要
不要

現地確認が困難

盛土等の状況※４
①盛土、切土及び擁壁の変状の有無
②湧水等の有無
③災害防止措置が不十分か
④盛土下の不安定な土層の有無

原地盤の勾配※５

法令許可等の状況
①法令等による許可・届出の有無

②法令等による許可等の内容と現
地状況の整合性※１

③災害防止措置※２の有無

盛土等のタイプ
に応じた保全対象との

離隔※３

安全性把握調査の優先度評価

不十分

安全性把握調査が必要 経過観察※６ 当面の間対応不要※７

いずれかが認められる いずれも認められない

十分

いずれかに適合しない

1/10以下

1/10より大

応急対策の必要性判断
既に崩壊が発生し又は崩壊し始め、
盛土等が危険な状態となっている
場合は、応急対策が必要と判断

全てに適合

※１ 盛土等に廃棄物が混入していることが確認された場合は、関係部局へ通報等を行う。

※２ のり面保護工や擁壁工、排水工等の盛土等の安定性を確保するための措置。

※３ 盛土等のタイプは、谷埋め盛土、腹付け盛土、平地盛土、切土を想定する （土石の堆積
は、優先度評価フローによる評価とは異なる方法により評価するため、対象外）。

保全対象との離隔は、盛土等の上に保全対象が存在する場合は「離隔が不十分」と扱う。
また、盛土等の上に保全対象が存在せず、盛土等の下方の保全対象が以下の範囲に

存在する場合は、「離隔が不十分」と扱う。
・平地盛土又は切土：盛土（切土）高さの２倍以下
・谷埋め盛土：渓床勾配が２度以上
・腹付け盛土：保全対象から盛土のり肩までの水平距離が、保全対象から盛土のり肩ま

での高さの５倍以下（保全対象に到達するまでに渓床が存在する場合
は、渓床勾配が２度以上）

※４ 切土の場合は、のり面が地山に該当し、①の評価と重複することも考えられるため、④の
評価は省略。

※５ 切土の場合は、勾配1/１０により対応の優先度を評価することが適当でないため、評価を
省略し、当面の間対応が不要なものに分類する。

※６ 経過観察は、近接目視により盛土等を確認する「経過観察（詳細）」と公道等から現地確
認する「経過観察（概略）」に区分される。

※７ 当面の間対応不要なものに分類された場合でも、パトロールや通報等により、変状や湧
水等が確認された場合には、安全性把握調査や経過観察の対象になりうる。

①既存盛土分布調査
（机上調査、現地確認）

既存盛土等の要件に該当

②応急対策の必要性判断

③安全性把握調査の優先度評価



４.基礎調査進捗 既存盛土調査 安全性把握調査の優先度評価
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➢ 公道等からの現地確認で応急対策が必要と判断された箇所は、「応急対策が必要」となる。（必要に応じて安全性
把握調査を実施）※既存盛土調査全体イメージのフローより

➢ 法令許可等の確認ができ、かつ、原地盤勾配が1/10以下の盛土等については、「当面の間対応不要」となる。

※既存盛土調査全体イメージのフローより

➢ 上記を除く既存盛土等は、現地状況に応じて以下のとおり優先度ランクづけをおこなう。
⇒保全対象との離隔が十分な盛土等；Dランク（経過観察（概略））

⇒変状又は湧水が確認できる盛土等；S～A3ランク（安全性把握調査）
⇒災害防止措置が十分な盛土等；C1～C2ランク（経過観察（詳細））
⇒上記以外の盛土等；B1～B2ランク（安全性把握調査）

盛土等のタイ
プに応じた保
全対象と離隔

①
盛土、切土及
び擁壁の変状
の有無

変状の程度
※１

②
湧水等の
有無

③
災害防止措
置が不十分

か

③
災害防止措
置が不十分

か

④
盛土下の不
安定な土層
の有無

④
盛土下の不
安定な土層
の有無

不十分

あり

なし

あり

なし可能性あり

不十分

十分

あり

不十分

十分

ありなし なし

十分

Ｓ Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ｂ１ Ｂ２Ｃ１ Ｃ２ Ｄ

②
湧水等の
有無

③
災害防止措
置が不十分

か

④
盛土下の不
安定な土層
の有無

③
災害防止措
置が不十分

か

④
盛土下の不
安定な土層
の有無

④
盛土下の不
安定な土層
の有無

④
盛土下の不
安定な土層
の有無

※１ 「変状あり」の程度の分類は、以下の（１）～（３）とする。
（１）既に崩壊が発生し又は崩壊し始めている
（２）崩壊を示唆する変状が認められる
（３）その他部分的な変状が認められる

※２ 点線枠で示された評価項目は、その確認結果に応じて優先度のランクが変わるわけではな
いものを示す。優先度のランクが変わるわけではないが、安全性把握調査を実施する盛土等の
最終的な優先度を判断するに当たり参考となることや、経過観察の実施に当たり、確認時点に
おける盛土等の状態の明確化の観点から、優先度評価においても評価することとしている。

（１） （２） （３）

安全性把握調査 安全性把握調査経過観察
（詳細）

経過観察
（詳細）

経過観察
（概略）

※２

出典「盛土等の安全対策推進ガイドライン及び同解説」



6.基礎調査進捗 既存盛土調査 調査対象
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・既存盛土等調査の対象行為（盛土規制法の規制対象行為）

➢ 既存盛土調査の対象は、許認可の対象となる規模以上の盛土を対象とする。

国土交通省作成資料



国土交通省作成資料 7

➢ 適用除外工事は調査対象外
➢ 許可不要工事は、災害の発生のおそれのある場合には改善命令等の対象となるため、今後調査予定

４.基礎調査進捗 既存盛土調査 調査対象



４.基礎調査進捗 既存盛土調査 とりまとめ

➢ 既存盛土等調査結果のとりまとめ様式について、以下に例示する。

・応急対策の必要性判断 ・安全性把握調査の優先度評価

出典「盛土等の安全対策推進ガイドライン及び同解説」 8
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４.基礎調査進捗 既存盛土調査 とりまとめ

➢ 既存盛土等調査結果のとりまとめ様式について、以下に例示する。

・経過観察

出典「盛土等の安全対策推進ガイドライン及び同解説」



４.基礎調査進捗 既存盛土調査 進捗・調査結果通知公表・今後の予定
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➢ （R6）机上抽出により既存盛土等の可能性がある箇所は843箇所であり、現地調査（公道から
の確認）により、うち257箇所を既存盛土等に該当と判断し、応急対策の必要性判断、安全性把
握調査の優先度評価までを実施した。

➢ （R7）R6調査で把握した既存盛土等のうち、安全性が相対的に低い盛土等を中心に経過観察
を実施。R6は公道からの確認であったのに対し、R7調査は、既存盛土等の現状を詳細把握するた
めに一部民地立ち入りを行い、R6調査での既存盛土等の評価を精査している。また、新たに発見し
た盛土等の調査を実施している。本委員会時点で、28箇所が追加、合計285箇所を既存盛土等
に該当するとした。

➢ 既存盛土調査の結果については、市町村長へ通知し、沖縄県ホームページ上で令和７年度中に
は公表予定。内容はR6・R7調査分とし、R7調査とりまとめ後速やかに行う。

➢ 公表は、土地の所在地等を示した一覧表、位置図を対象とする予定。

➢ 今後は、継続して経過観察を行うとともに、R8.10月規制開始後、本調査において“応急対策が必
要”、“安全性把握調査が必要”と位置付けられた既存盛土等については、「不法・危険盛土等への
対処方策ガイドライン」を参考に、土地所有者や盛土行為者への指導等を行うこととなる。
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